
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．３１ ２００６年０５月２９日 

 

マレーシアのＰＣＴ加盟 

 

今般、台湾知的財産局により公聴会に用いる特許法（意匠に係る規定）改正草案が公表され 

ました。 

その改正要点を下記の通り、ご案内申し上げます。 

更なる情報並びに施行時期については、当局の公表を待って改めてお知らせ致します。 

 

記 

今般、マレーシアは２００６年８月１６日をもって１３１ヶ国目の加盟国としてＰＣＴに加盟することに 

なりました。 

従って、２００６年８月１６日以降のＰＣＴ国際出願についてマレーシアが自動的に指定され、国内 

段階の移行が可能となりました。 

なお、国内段階の移行期限はＰＣＴ第２２条又は第３９条に基づき、ＰＣＴ出願日（優先権主張が 

ある場合、優先日）から３０ヶ月であります。 

 

以上 
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